
 

板橋区介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱 

 

（令和８年３月２３日区長決定） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護福祉士の資格を取得し、板橋区の区域内（以下「区内」

という。）の介護サービス事業所において介護サービスに従事する者に対し、

板橋区介護福祉士資格取得支援助成金（以下「助成金」という。）を交付し、

介護従事者の確保及び職場への定着を支援し、もって区民に対する良質な介

護サービスの安定的な提供の確保を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において「介護福祉士」とは、社会福祉士及び介護福祉士法（昭

和６２年法律第３０号）第２条第２項に規定する介護福祉士をいう。 

２ この要綱において「介護サービス事業所」とは、区内で次に掲げる事業又は

施設を運営する事業所をいう。 

（１）介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条に規定する事業（同条第４

項から第６項まで、第１２項、第１３項及び第２４項に規定する事業を除く。） 

（２）介護保険法第８条の２に規定する事業（同条第３項から第５項まで、第１

０項、第１１項及び第１６項に規定する事業を除く。） 

 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満た

す者とする。 

（１）第５条の規定による申請を行った日（以下「申請日」という。）の属する

年度の前年度に社会福祉士及び介護福祉士法第４０条に規定する介護福祉士

試験に合格し、同法第４２条第１項に規定する登録（以下「介護福祉士の登録」

という。）を受け、同条第２項において読み替えて準用する同法第３０条の規

定による介護福祉士登録証の交付を受けた者であること。 

（２）介護福祉士の登録の日から３か月以内に、介護サービス事業所に介護職員

として就労していること。 

（３）前号における就労期間が、勤務を開始した日（介護福祉士の登録の日以前

から就労している場合は登録の日の翌日）から３か月以上継続しており、かつ

申請日時点において就労していること。 

（４）国、他の地方公共団体、公益団体等から同種の補助金等を受けていないこ

と。 

（５）申請日現在、個人住民税を滞納していないこと。 

 

（助成対象経費） 

第４条 助成対象経費は、社会福祉士及び介護福祉士法施行令（昭和６２年政令

第４０２号）第１２条第２項に規定する受験手数料及び同令第１４条第２項

第１号に規定する登録手数料の合計額とする。 



 

２ 助成金の額の総額は、毎年度予算の範囲内で区長が定める額を限度とする。 

 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、板橋

区介護福祉士資格取得支援助成金交付申請書兼請求書（別記第１号様式）に次

の書類を添えて区長に提出しなければならない。 

（１）介護福祉士登録証（社会福祉士及び介護福祉士法第４３条第１項に規定す

る指定登録機関が交付したものに限る。）の写し 

（２）介護福祉士国家試験受験手数料の支払に係る領収証等の写し 

（３）介護福祉士資格登録手数料の支払に係る領収証等の写し 

（４）就労証明書（別記第２号様式） 

（５）次のいずれかに該当する場合は、個人住民税の領収書の写し若しくは納税

証明書又は非課税証明書（いずれも直近のもの。領収書の写しは、直近のもの

が属する年度分で納期が既に到来しているもの全て）を添付するものとする。 

ア 交付申請書（別記第１号様式）において、申請者から区税納付状況調査に

関する同意が得られない場合 

イ 区外に居住している場合 

ウ 区外からの転入者で、転入前の自治体において個人住民税の課税又は非課

税が決定されている場合 

（６）前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの 

２ 前項に規定する申請の期限は、国家試験の合格年度の翌年度の末日とする。

ただし、区長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第６条 区長は、前条第１項の規定による申請があった場合は、その申請内容を

審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行うものとする。 

２ 区長は、助成金の交付を決定したときは板橋区介護福祉士資格取得支援助

成金交付決定通知書（別記第３号様式）により、助成金の交付をしないことを

決定したときは板橋区介護福祉士資格取得支援助成金不交付決定通知書（別

記第４号様式）により申請者に通知する。 

 

（助成金の交付） 

第７条 区長は、前条第２項の規定により助成金の交付を決定したときは、申請

者に対し速やかに助成金を交付するものとする。 

２ 助成金の交付は、申請者本人名義の口座へ口座振替の方法により行うもの

とする。 

 

（決定の取消し） 

第８条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金の交付

の決定を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた場合 

（２）前号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付けた条



 

件その他法令に基づく命令に違反した場合 

２ 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、申請者に板橋区介護福祉士

資格取得支援助成金交付決定取消通知書（別記第５号様式。以下「取消通知書」

という。）によりその旨を速やかに通知しなければならない。 

 

（補助金の返還） 

第９条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、既に助成金が交

付されているときは、申請者に取消通知書により期限を定めて当該助成金の

返還を求めなければならない。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第１０条 区長は、前条の規定により助成金の返還を求めたときは、申請者に助

成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につ

き、年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場

合を除く。）を納付させるものとする。 

２ 区長は、助成金の返還を求めた場合において、申請者がこれを納期日までに

納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未

納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未

満の場合を除く。）を納付させるものとする。 

３ 前２項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６

５日当たりの割合とする。 

４ 第１項又は第２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるとき

は、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

（違約加算金の計算） 

第１１条 区長は、前条第１項の規定により違約加算金の納付を求めた場合に

おいて、申請者の納付した金額が返還を求めた助成金の額に達するまでは、そ

の納付金額は、まず当該返還を求めた助成金の額に充てるものとする。 

 

（延滞金の計算） 

第１２条 区長は、第１０条第２項の規定により延滞金の納付を求めた場合に

おいて、返還を求めた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付

の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、そ

の納付金額を控除した額とする。 

 

（他の助成金等の一時停止） 

第１３条 区長は、この要綱以外の要綱等に基づき交付された補助金等の返還

を求められた者が、当該 補助金等、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を

納付しない場合において、この要綱に基づき交付すべき助成金があるときは、

相当の限度においてその交付を一時停止することができる。 

 



 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康生きがい部長が別

に定める。 

 

  付 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和８年度中に交付決定を行う助成金に対するこの要綱の規定の適用につ

いては、第３条第１号中「前年度」とあるのは「前年度又は前々年度」とし、

「前々年度」に該当する場合にあっては、第５条第２項中「翌年度」とあるの

は「翌々年度」とする。 


